
 
          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度～令和11年度 

 

令和７年３月 

長野県 麻績村 

 

子どもすくすく、家族にこにこ、地域いきいき 

地域みんなで子育てサポート 

～ 子育ては麻績村で ～ 

第三期麻績村子ども・子育て支援事業計画 
 



― 目 次 ― 

 

第１章 計画策定の概要 

 １ 計画策定の趣旨 ··························· P1 

２ 計画の位置づけ ··························· P1 

 （１）法的位置づけ ··························· P1 

 （２）関連計画との関係 ·························· P2 

 ３ 計画の期間と見直し ·························· P2 

 ４ 計画の策定体制 ··························· P2 

 

第２章 計画の基本的な考え方 

 １ 基本理念 ······························ P3 

 ２ 家庭・地域・行政の役割 ························ P3 

（１） 家庭における子どものより良い育ちの実現 ··············· P3 

（２） 地域における子育てへの支援 ···················· P4 

（３） 行政で行う子育て環境充実のための整備 ················ P4 

 

第３章 麻績村の子ども・子育てを取り巻く現状 

１ 人口・世帯・人口動態等の状況 ······················ P5 

（１） 総人口及び乳幼児人口の推移 ···················· P5 

（２） 人口動態（自然動態・社会動態） ·················· P6 

（３） 将来の人口推計 ·························· P7 

 ２ 教育・保育施設の状況 ························· P8 

 ３ 地域子ども・子育て支援事業の実績 ··················· P8 

 ４ ニーズ調査の結果概要 ························ P10 

（１） 調査の目的 ··························· P10 

（２） 調査概要 ···························· P10 

（３） 調査の回収の状況 ·························· P11 

（４） 調査の結果概要 ························· P11 

 ５ 麻績村の子ども・子育て支援施策の課題 ················ P19 

 

第４章 子ども・子育て支援事業基本計画 

 １ 教育・保育提供区域の設定 ······················ P20 

 ２ 幼児期の学校教育・保育 ······················· P21 

（１） 対象事業 ···························· P21 

（２） 麻績村の教育・保育施設数 ···················· P22 

（３） 見込みと確保方策等 ······················· P22 



 ３ 地域子ども・子育て支援事業 ····················· P24 

（１） 利用者支援に関する事業 ····················· P25 

（２） 地域子育て支援拠点事業 ····················· P25 

（３） 妊婦健康診査事業  ························ P25 

（４） 乳児家庭全戸訪問事業 ······················ P26 

（５） 要保護児童等に対する支援事業 ·················· P26 

（６） 子育て短期支援事業 ······················· P27 

（７） 子育て援助活動支援事業 ····················· P27 

（８） 一時的保育事業 ························· P28 

（９） 延長保育事業 ·························· P29 

（10）病児・病後児保育事業 ······················ P29 

（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ············ P30 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 ················ P31 

 

 ４ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保の内容 ····· P31 

 

第５章 子ども・子育て支援事業関連計画 

１ 子育て世帯への経済的支援 ······················· P33 

２ 支援が必要な子どもと家庭へのきめ細かな取り組みの推進 ·········· P34 

3 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保 · P37 

4 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する長野県との連携 ·· P37 

5 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用 · P37 

環境の整備に関する施策との連携 

 

資料編 麻績村子ども・子育て会議委員名簿 ················· P38 

  



1 

 

第１章 計画策定の概要 
 

１ 計画策定の趣旨  
  
少子高齢化が急速に進む中、子育てにおいての不安や孤立感を抱える保護者の増加、家庭

や地域の養育力の低下、子どもの育ちの保障の充実など、様々な課題への対応が求められて

おり、次の世代を担う子どもたちが健全に成長できる社会を目指すことが急務となっていま

す。 

国では、「子ども・子育て支援法」（平成24年法律第65号）等に基づく「子ども・子育

て支援新制度」が平成27年４月に施行され、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子

育て支援を総合的に推進してきました。麻績村では、平成27年度から５年間の「麻績村子

ども・子育て支援事業計画」及び令和2年からの第二期同計画により、質の高い幼児期の学

校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業施策に取り組んできました。 

この度、第二期の計画期間が満了となることから、子育て支援のみならず、子どもの育ち

を支援する育成計画の理念も踏まえ、さらなる子ども・子育て支援の充実を図るため、「第三

期麻績村子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

（１）法的位置づけ 

 この計画は、子ども・子育て支援法第61条の規定に基づく「市町村子ども・子育て支

援事業計画」であり、学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業について、提供

体制の確保の内容及び実施時期や業務の円滑な実施に関する内容を定めています。また、

令和5年4月に施行された、「こども基本法」、同年12月に策定された国の「こども大

綱」の主旨を踏まえ、関連計画との整合を図り、村民のニーズに応える体制づくりを進め

ていきます。 

 



2 

 

（２）関連計画との関係 

 この計画は、「第7次麻績村振興計画」を最上位計画とし、「麻績村障がい者計画・第7

期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」などとの整合を図ります。 

          

 

 

 

 

          

 

   

                        

 

 

 

 

３ 計画の期間と見直し 

この計画は、令和７年度を初年度とし、令和11年度までの5年間を計画期間としま

す。国や県の施策の動向、社会経済情勢の変化状況を見極めながら、必要に応じて見直し

を行います。 

 

 

４ 計画の策定体制 

この計画の策定にあたって、子ども・子育て支援法第77条に定める合議制の機関とし

て、「麻績村子ども・子育て会議」で内容等の審議を行いました。当会議は、村内の保護者

や子ども・子育て支援事業関係者、学識経験者等により構成されております。策定に先立

ちニーズ調査等により、子どもの保護者や子ども・子育て支援にかかる当事者の意見を聴

取し、参考といたしました。また、計画（案）については、ホームページで公開し、パブ

リックコメントを実施しました。   

 

 

麻績村 
国 

第７次麻績村振興計画 

第三期麻績村子ども・子育て支援事業計画 

麻績村障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3

期障がい児福祉計画／麻績村健康増進計画／麻績

村教育大綱／教育委員会主要事業計画／社会教育

事業計画 

関連計画・整合・調和 

上位計画・整合 

子ども・子育て支援法 

こども基本法 

こども大綱 

長野県 

長野県子ども・若者支援総合計画 

踏まえる 

踏まえる 
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第２章 計画の基本的な考え方 
 

１ 基本理念 
 
 第三期の本計画では、「麻績村次世代育成支援後期行動計画」及び第二期計画の基本理念

『子どもすくすく、家族にこにこ、地域いきいき 地域みんなで子育てサポート』を引き継

ぎ、今後も村として一貫性のある子ども・子育て支援を行うため、この理念を継承いたしま

す。 

行政と地域が協働して、保護者の子育て支援の充実を図り、次世代を担う子どもの健やか

な成長のために取り組んでいきます。 

「第７次麻績村振興計画」でも、安心して妊娠・出産・子育てができる環境を整え、子ど

もたちが活気に満ち、また、子どもたち一人ひとりの「個」に寄り添い、伸ばす教育のもと、

子どもたちが自立できるよう、主体性を育むことを目標にしています。そのためにも、子ど

も・子育て支援法に記載のとおり、子育てについての第一義的責任は保護者であるという基

本的認識とともに、地域全体で次代を担う子どもたちを育てていく地域づくりを目指し、「子

育ては麻績村で」と言われるような子育て世帯への支援の充実を目指していきます。 

 

２ 家庭・地域・行政の役割 

 本計画の根拠である「子ども・子育て支援法」において「我が国における急速な少子化の

進行並びに家庭を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子どもに関する法律によ

る施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に

必要な支援を行い、もって一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現

に寄与する」とあります。これには、家庭・地域・行政など社会における全ての構成員が、

子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々が協働し、それぞれの役割を

果たすことが重要です。 

 

（１） 家庭における子どものより良い育ちの実現 

 子ども・子育て支援の出発点は、保護者をはじめとする家庭です。各家庭が子育てについ

ての第一義的責任を有することを前提としつつ、子育てに対する負担や不安、孤立感を和ら

げることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整えること

で、子どものより良い育ちを実現することは、極めて大切です。 

 そのために、保護者としての自覚と責任を高め、心豊かな愛情あふれる子育てが次代に継

承されるよう、家庭の主体性とニーズを尊重しつつその養育力を高めます。 
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（２） 地域における子育てへの支援 

社会のあらゆる分野における全ての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心

や理解を深め、各々が協働し、それぞれの役割を果たすことが必要です。 

子どもの成長にとってより良い環境づくりのためには、専門家の助言や公的なサービスに

加え、家庭間の交流や身近な地域全体で子どもや子育てを見守り支えるなど、地域ぐるみで

子育て支援を応援する環境整備を進めます。 

 

（３） 行政で行う子育て環境充実のための整備 

子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、乳幼児期の学校教育・保育、

地域における多様な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることが必要であり、妊

娠・出産期から切れ目のない支援を行っていくことが必要です。 

また、「児童の権利に関する条約」にうたわれているように、子どもの人権の尊重と最善の

利益を主として考え、障がい、疾病、貧困及び虐待をはじめとする様々な理由により社会的

支援を要する児童や家庭を含め、広く「全ての子どもと家庭」への支援という観点から、多

様なニーズに対応した環境整備に努めます。 
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第３章   麻績村の子ども・子育てを取り巻く現状 
 

１ 人口・世帯・人口動態等の状況 
 

（１）総人口及び乳幼児人口の推移 
わが国の総人口減少、出生率低下などによる少子化の進行、高齢化の流れの急速化は当村

においても同様です。平成３１年から令和６年までに、総人口は300人（11.0%）減少し

ました。５歳以下の乳幼児人口は、一時、若者定住施策等により増加傾向が見られましたが、

同施策等が一旦落ち着いたことにより、再び減少傾向となっています。総人口に占める割合

の減少が緩やかであるのは、死亡・転出等による人口減により、総人口も減少してきたため

と思われます。 
  （住民基本台帳人口 基準日：４月１日現在） 

 

 
年次  

 

 
総人口 

（人） 

乳幼児（０～５歳人口） 

 
総人口

に占め

る割合 

(％) 

 
0～5歳

児の計 

（人） 

内  訳 

0 歳児 

(人) 

1 歳児 

(人) 

2 歳児 

(人) 

3 歳児 

(人) 

4 歳児 

(人) 
5 歳児 

(人) 

平成 27 年 2,904 2.41 70 12 9 20 8 7 14 

平成 28 年 2,885 2.46 71 15 12 10 18 9 7 

平成 29 年 2,845 3.06 87 15 17 15 13 19 8 

平成 30 年 2,772 3.50 97 18 16 16 14 14 19 

平成 31 年 2,738 3.32 91 11 17 18 16 15 14 

令和２年 2,687 3.57 96 15 11 19 18 17 16 

令和３年 2,632 3.38 89 11 15 11 17 18 17 

令和４年 2,551 3.10 79 11 9 14 12 15 18 

令和５年 2,511 3.11 78 15 13 9 14 13 14 

令和６年 2,438 2.91 71 8 14 13 9 14 13 

 

 
 



6 

 

（２）人口動態（自然動態・社会動態） 
当村の人口動態については、少子高齢化が著しく、社会動態の転入は減少しており、自然

動態の出生は、近年において再び減少傾向となり、死亡は、７０人～８０人台で推移してい

ます。その結果、毎年人口減少が続いています。 
 

                                   単位:人 

（人口動態調査） 

 

 

  

 

 

 

 

  区分 

年度 

自然動態 社会動態  
人口増 出生 死亡 自然増 転入 転出 社会増 

平成 26 年 13 

 
65 △52 91 93 △2 △54 

平成 27 年 13 82 △69 102 72 30 △39 

平成 28 年 13 63 △50 89 69 20 △30 

平成 29 年 23 67 △44 99 97 2 △42 

平成 30 年 8 72 △64 95 100 △5 △69 

令和元年 18 70 △52  84 78 6 △46 

令和２年 11 85 △74 103 89 14 △60 

令和３年 10 73 △63 48 71 △23 △86 

令和４年 13 53 △40 65 63 2 △38 

令和５年 8 76 △68 42 47 △5 △73 
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（３）将来の人口推計 
 当村の将来の人口については、203５年には、2,100 人を下回ると推計されています。

全体の減少率が 10%強であるところ、0 歳～９歳までの子どもの減少も顕著ですが、と

くに、20 歳～39 歳の女性及び20 歳～29 歳の男性の減少率が、対2025 年比でそれ

ぞれ約20％～36％と、他の世代と比較し大きくなっています。 
 
（男）                            単位:人 
 ０～４歳 ５～９歳 10～14 歳 15～19 歳 20～29 歳 30～39 歳 40～64 歳 65 歳～ 計 

2025 年 33 53 36 42 64 76 348 433 1,085 

2030 年 30 38 55 31 55 77 317 426 1,029 

2035 年 27 35 40 47 45 73 281 417 965 

対 2025 年 

増減率（%） △18.2% △34.0% 11.1% 11.9% △29.7% △3.9% △19.3% △3.7% △11.1% 

 
(女)                             単位:人 

 ０～４歳 ５～９歳 10～14 歳 15～19 歳 20～29 歳 30～39 歳 40～64 歳 65 歳～ 計 

2025 年 31 40 38 37 70 92 337 581 1,226 

2030 年 28 35 45 35 58 82 312 571 1,166 

2035 年 26 33 40 41 45 74 286 556 1,101 

対 2025 年 

増減率（%） △16.1% △17.5% 5.3% 10.8% △35.7% △19.6% △15.1% △4.3% △10.2% 

 
 

（計）                            単位:人 
 ０～４歳 ５～９歳 10～14 歳 15～19 歳 20～29 歳 30～39 歳 40～64 歳 65 歳～ 計 

2025 年 64 93 74 79 134 168 685 1,014 2,311 

2030 年 58 73 100 66 113 159 629 997 2,195 

2035 年 53 68 80 88 90 147 567 973 2,066 

対 2025 年 

増減率（%） △17.2% △26.9% 8.1% 11.4% △32.8% △12.5% △17.2% △4.0% △10.6% 

     資料：国立社会保障・人口問題研究所による 
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２ 教育・保育施設の状況 

当村における教育・保育施設の現在の状況は次のとおりです。当村に現在設置されている

のは公立保育所1か所です。 

（ア） 幼稚園                      ４月１日現在 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

施設数 ― ― ― ― ― 

児童数（人） ０ ０ ０ ０ ０ 

 
（イ）保育所                       ４月１日現在 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

施 設 数 １ １ １ １ １ 

 

児 童 数

（人） 

0 歳 ３ ３ ３ ３ ３ 

1～2 歳 16 15 16 13 16 

3～5 歳 49 51 44 40 36 

合 計 70 66 63 55 52 

 

（ウ）認定こども園                    ４月１日現在 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

施設数 ― ― ― ― ― 

児童数（人） ０ ０ ０ ０ ０ 

 
 
３ 地域子ども・子育て支援事業の実績 
 当村における地域子ども・子育て支援事業の利用実績の推移は、次のとおりです。 

① 利用者支援に関する事業 
 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数 １ １ １ １ 

 

② 地域子育て支援拠点事業（ひだまり広場） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数 １ １ １ １ 

利用者実績（延人） 2,155 2,169 2,127 2,898 

 



9 

 

③ 妊婦健康診査事業 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績（実人） 21 19 22 13 

 

 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績（実人） 11 13 12 ９ 

 

 

⑤ 要保護児童等に対する支援事業 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績（実人） ８ 10 ６ ５ 

 

 

⑥ 子育て短期支援事業 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績（実人） ０ ０ ０ ０ 

実績（日） ０ ０ ０ ０ 

 

 

⑦ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績 

（実人） 

未就学児 ０ ０ ０ ０ 

低学年 ０ ０ ０ ０ 

高学年 ０ ０ ０ ０ 

合   計 ０ ０ ０ ０ 

 

 

⑧ 一時的保育事業 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実 績 

（延人） 

保育園 ３ ３ １ 89 

その他 ０ ０ ０ ０ 

合   計 ３ ３ １ 89 
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⑨ 延長保育事業 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績（実人） 15 21 21 17 

 

 

⑩ 病児・病後児保育事業 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績（実人） ０ ０ ０ １ 

実績（日） ０ ０ ０ １ 

 

 

⑪ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）   ※利用実績は年間登録数 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

低学年実績（実人） 26 32 26 28 

高学年実績（実人） 17 11 12 12 

合  計 43 43 38 40 

 
 
４ ニーズ調査の結果概要 
 
（１） 調査の目的 
 当村における、子どもの保護者の教育・保育・子育て支援事業の利用に関する意向や、子

どもとその保護者が置かれている環境、その他の実情を把握した上で、適切な計画策定を行

うための利用希望把握調査を実施しました。 

 

（２） 調査概要 
◎ 調 査 地 域： 麻績村全域 

◎ 調査対象者 ： ①就学前児童の保護者                60件 

       ②小学校就学中の児童（１年生～６年生）の保護者   69 件 

◎ 調 査 期 間： 令和６年１１月１８日～１２月１３日 

◎ 調 査 方 法： 未就園児保護者     郵送による配布回収 

       麻績保育園児保護者  保育所を通じて配布回収 

       麻績小学校児童保護者 小学校を通じて配布回収 
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（３） 調査の回収の状況  
調査種類 配布件数 回収件数 回収率 

① 就学前児童 60 46 76.7% 

② 小学生児童 69 50 72.5% 

合 計 129 96 74.4% 

 
 
（４）調査の結果概要  
 

① 子育てを主に行っている人 

 区 分 父母ともに 主に母親 主に祖父母 主に父 その他 無回答 

就学前 26人 56.5% 19人 41.3% 0人 0% 0人 0.0% 1人 2.2% 0人 0.0% 

小学生 27人 54.0% 20人 40.0% 0人 0% 0人 0.0% 2人 4.0% 1人 2.0% 

   

子育てを主に行っている人は、就学前では、「父母ともに」が全体の56.5％、次いで「主に母

親」が41.3％となり、前回調査より、「父母ともに」の割合が6.5ポイント増えています。小学

生では、「父母ともに」が54.0％、ついで「主に母親」が40.0％と前回と差がありませんでし

た。 

 

② 日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無 

 就学前 小学生 

日常的に祖父母等親族にみてもらえる 15人 32.6% 20人 40.0% 

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 33人 71.7% 34人 68.0% 

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 0人 0.0% 3人 6.0% 

緊急時もしくは用事のある時は子どもをみてもらえる友人・

知人がいる 
8人 17.4% 7人 14.0% 

いずれもいない 3人 6.5% 4人 8.0% 

 

日常的及び緊急時に祖父母等の親族、知人等のいずれかに頼ることができる家庭が、就学前及

び小学生の家庭で９割を超えている反面、1割弱の家庭では、親族・知人等頼るところがない状

況です。 
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③ 子育てに関して悩んでいること・不安に思っていること（複数回答） 

 

就学前及び小学生の家庭で、ともに約半数の家庭が経済的な不安を抱えています。同様に、３

割以上の家庭が、子育てと仕事の両立、子どもが成長していく将来の社会状況等に関すること、

放課後や長期休みの際の子どもの過ごし方について不安・懸念を抱えていることがわかりました。 

また、子どもが就学した後、病気や発育・発達に関することについて不安を抱える家庭が増え

ることがわかりました。 

  

        内           容 就学前 小学生 

育児の方法がよくわからない 2人 4.3％ 3人 6.0％ 

子どもの病気や発育・発達に関すること     8人 17.4％ 13人 26.0％ 

子どもとの接し方に自信が持てない  4人 8.7％ 4人 8.0％ 

子育てに関しての話し相手や相談相手がいない   1人 2.2％ 1人 2.0％ 

配偶者の子育ての協力が少ない、又は意見が合わない 3人 6.5％ 3人 6.0％ 

配偶者以外に子育てを手伝ってくれる人がいない 3人 6.5％ 2人 4.0％ 

自分の子育てについて、親族や近隣の人など周りの目が気になる  2人 4.3％ 4人 8.0％ 

子育てのストレスを解消できない  2人 4.3％ 1人 2.0％ 

子どもを叱りすぎているような気がする  13人 28.3％ 12人 24.0％ 

子育てと仕事の両立に関すること    18人 39.1％ 16人 32.0％ 

子育てをするための経済的問題（生活費・教育費など）に関すること 19人 41.3％ 25人 50.0％ 

子どもが成長していく将来の社会状況等に関すること   15人 32.6％ 16人 32.0％ 

保育所等の入所に関すること  0人 0.0％   

保育所等の保育に関すること  3人 6.5％   

小学校の生活や中学校への進学に関すること      7人 15.2％ 8人 16.0％ 

小学校の放課後や長期休業（夏・冬休みなど）の過ごし方に関すること 5人 10.9％ 16人 32.0％ 

子どもの友だち付き合い（いじめ・孤立化など）に関すること   4人 8.7％ 10人 20.0％ 

不登校・非行などに関すること 1人 2.2％ 3人 6.0％ 

その他      0人 0.0％ 0人 0.0％ 

特にない   6人 13.0％ 6人 12.0％ 



13 

 

④ 子育てをする上で気軽に相談できる人、又は場所の有無 

 就学前 小学生 

配偶者・祖父母等の親族 42人 91.3% 36人 72.0% 

友人や知人 28人 60.9% 31人 62.0% 

近所の人 9人 19.6% 5人 10.0% 

保健師 6人 13.0% 1人 2.0% 

保育士 12人 26.1% 3人 6.0% 

民生委員・児童委員 0人 0.0% 1人 2.0% 

かかりつけの医師 4人 8.7% 7人 14.0% 

麻績村子育て支援コーディネーター 2人 4.3% 2人 4.0% 

その他 1人 2.2% 5人 10.0% 

相談できる人はいない・相談できる場所はない 0人 0.0% 0人 0.0% 

 

子育てをする上で気軽に相談できる人・場所については、前回調査では、小学生の家庭で６人

が相談する場所がないと回答していましたが、今回調査では、相談できる人・場所がないという

回答はありませんでした。相談先としては、「配偶者や祖父母等の親族」が就学前、小学生家庭両

方で最も多い回答でした。 

 

⑤  保護者の現在の就労状況   

  

フルタイム就労 

フルタイムで就

労しているが、

産休・育休・介護

休業中 

パート・ 

アルバイト等 

パート・アルバイ

トで就労している

が、産休・育休・介

護休業中 

以前は就労してい

たが、現在就労し

ていない 

無回答 

母親（就学前） 
11人

（23.9%） 

4人

（8.7%） 

15人

（32.6%） 

1人 

（2.2%） 

15人

（32.6%） 

0人 

（0.0%） 

父親（就学前） 
43人

（93.5%） 

0人

（0.0%） 

0人 

（0.0%） 

0人 

（0.0%） 

0人 

（0.0%） 

3人 

（6.5%） 

母親（小学生） 
19人

（38.0%） 

1人

（2.0%） 

23人

（46.0%） 

1人 

（2.0%） 

6人 

（12.0%） 

0人 

（0.0%） 

父親（小学生） 
43人

（86.0%） 

0人

（0.0%） 

0人 

（0.0%） 

0人 

（0.0%） 

1人 

（2.0%） 

6人

（12.0%） 

   

保護者の就労状況をみると、「母親」では就学前は、前回調査から「フルタイム就労」は、7.2ポ

イント上昇しましたが、依然として、「パート・アルバイト等」が 33.3%で、最も多くなっていま

す。小学生になると、「就労していない」割合が減り、「フルタイム就労」あるいは「パート・アルバ

イト等」で仕事へ復帰する者が多くなっていいます。一方「父親」はフルタイム勤務が、就学前93.5％、

小学生86.0％となっています。 
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⑥－１ 母親のフルタイムへの転換希望（⑤でパート・アルバイト就労と答えた人の回答） 

 就学前 小学生 

フルタイムへの転換希望あり、実現する見込みがある 1人 6.3% 3人 12.5% 

フルタイムへの転換希望あるが、実現できる見込みはない 6人 37.5% 6人 25.0% 

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 6人 37.5% 10人 41.7% 

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい 0人 0.0% 2人 8.3% 

無回答 3人 18.6% 3人 12.5% 

 

母親の転換希望は、就学前、小学生家庭ともに、「フルタイムへの転換希望はある」が、見込み

がなく、パート・アルバイト等での就労を検討している様子がわかりました。 

 

⑥－２ 母親の就労意向（⑤で、以前は就労していたが、現在就労していないと答えた人の回答） 

 就学前 小学生 

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 2人 13.3% 2人 33.3% 

１年以上先、一番下の子どもが○○歳になった頃に

就労したい 
7人 46.7% 3人 50.0% 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 5人 33.3% 1人 16.7% 

無回答 1人 6.7% 0人 0.0% 

 

母親の就労意向については、就学前の家庭で、「１年以上先に就労したい」及び「すぐにで

も就労したい」を合わせて、8割の家庭に復職希望があることがわかりました。就学後になる

と、「子育てや家事になどに専念したい」割合が多くなる結果が得られました。 
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⑦ 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

 就学前 小学生 

利用している 31人 67.4% 21人 42.0% 

利用していない 14人 30.4% 28人 56.0% 

無回答 1人 2.2% 1人 2.0％ 

 

 就学前の「利用していない」14家庭の内、「利用したいが、保育事業に空きがない」と回答し

た方が１人いました（３歳未満）。他、「利用していない」理由は、「就労しておらず、利用の必要

がない」「ある程度大きくなったら利用を考えている」との回答でした。また、「利用している」

家庭の全数が保育園利用でした。 

 

※利用時間帯の希望（⑦で、利用していると答えた人の回答※就学前） 

 希望開始時間 希望終了時間 

就
学
前 

７：００～ １人 3.2% ～１６：００ 12人 38.7% 

８：００～ ９人 29.0% ～１７：００ ６人 19.4% 

９：００～ ９人 29.0% ～１８：００ ３人 9.7% 

１０：００～  ２人 6.5% ～１９：００ ０人 0.0% 

無回答 10人 32.3% 無回答 10人 32.3% 

 

就学前の家庭で、利用希望の開始時間については、「8：00～」「９：００～」が、58.0％と最

も多い回答でした。また、終了時間については、「～16：00」と「～17：00」が、58.1％と

最も多い回答でした。前回調査と比較すると、現在保育園を利用している人では、延長保育につ

いての希望は減っています。 
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⑧ 平日の定期的な教育・保育事業の利用希望（複数回答） 

 就学前 小学生 

保育所（園） 41人 89.1% ４人 8.0% 

認定こども園 ２人 4.3% ２人 4.0% 

認可保育所等 １人 2.2% ０人 0.0% 

幼稚園 ３人 6.5% １人 2.0% 

家庭的保育事業 １人 2.2% ０人 0.0% 

居宅訪問型保育 ３人 6.5% ２人 4.0% 

ファミリー・サポート・センター事業 ７人 15.2% ５人 10.0% 

その他の認可外保育施設 ２人 4.3% ０人 0.0% 

学童保育 ８人 17.4% 21人 42.0% 

その他 １人 2.2% ７人 14.0% 

無回答 ３人 6.5% 16人 36.0% 

 

就学前、小学生家庭ともに、最も希望が多かったのが、現行の保育園、学童保育でした。前回

調査から希望の多かった、ファミリー・サポート・センター事業については、今回調査でもニー

ズの多さが示されました。 

 

⑨土曜・休日等の定期的な教育・保育事業の利用希望（就学前） 

  土曜日利用希望 日曜日・祝日利用希望  

利用する必要はない 41人 89.1％ 43人 93.5% 

ほぼ毎週利用したい １人 2.2％ ０人 0.0% 

月に１～２回利用したい ２人 4.3％ １人 2.2% 

無回答 ２人 4.3％ ２人 4.3% 

 

 土曜・日曜日等の定期的な教育・保育事業の利用希望をみると、「土曜日」では「ほぼ毎週利用

したい」と「月に１～２回利用したい」を合わせると6.5％、「日曜日・祝日」では、両者を合わ

せると2.2%の希望でした。前回調査と比較すると、大幅な利用希望の減少がみられます。 
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⑩子どもが病気やケガで保育所等を利用できなかったことの有無（⑦で「利用している」と答え

た人の回答） 

 就学前 小学生 

あった 26人 83.9% 14人 66.7% 

なかった ５人 16.1% ３人 14.3% 

無回答 ０人 0.0% ４人 19.0% 

 

 就学前の家庭で、保育を利用している人の中で、子どもが病気やけがで保育所等を利用できな

かったことがあると答えた家庭は、83.9％でした。小学生の家庭では、同66.7％でした。 

 

⑩－１ この１年間、病気やケガで保育施設を利用できなかった場合の対処方法（複数回答） 

 就学前 小学生 

母親が仕事休んで看た 23人 88.5% 12人 85.7% 

父親が仕事を休んで看た 16人 61.5% ７人 50.0% 

親族・知人に看てもらった 11人 42.3% ８人 57.1% 

両親のどちらか就労していない方が看た ３人 11.5% ２人 14.3% 

ベビーシッターを利用した ０人 0.0% ０人 0.0% 

仕方なく子どもだけで留守番をさせた ０人 0.0% １人 7.1% 

その他 １人 3.8% ２人 14.3% 

 

就学前、小学生家庭ともに、子どもの病気やけがの際は、「母親が仕事を休んで看た」が８

割を超え、父親や親族等が看る場合は半数程度となっています。その他は、「就労地域の病児

保育」でした。 

 

⑩－２ 病児・病後児の利用希望（⑩で「あった」と答った人の回答） 

 就学前 小学生 

利用したい 17人 65.4% ９人 64.3% 

利用したいと思わない ５人 19.2% ４人 28.6% 

無回答 ４人 15.3% １人 7.1% 

 

病児・病後児保育施設を「できれば利用したい」と答えた人が就学前、小学生家庭ともに６割

を超え、前回調査より利用希望が増加しています。 
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 ⑪ 不定期の教育・保育事業の１年間の利用の有無                     

 就学前 小学生 

一時預かり １人 2.2% ０人 0.0% 

長時間保育 ２人 4.3% １人 2.0% 

ベビーシッター ０人 0.0% ０人 0.0% 

その他 １人 2.2% ２人 4.0% 

利用していない 38人 82.6% 41人 82.0% 

無回答 ４人 8.7% ６人 12.0% 

 

この１年間に不定期の教育・保育事業を「利用した」と回答した人のうち、「その他」で、「訪

問看護」や「レスパイト」等の利用がありました。個別的・定型的なニーズがあることがわかり

ました。 

 

⑫ 放課後の過ごし方（希望含む）（複数回答）※出生年度無回答２件除く）  

 小学生 

自宅 29人 60.4% 

祖父母宅や知人宅 ３人 6.3% 

習い事 12人 25.0% 

放課後児童クラブ 22人 45.8% 

地域のスポーツクラブ ２人 4.2% 

放課後子ども教室 11人 22.9% 

その他 ５人 10.4% 

無回答 １人 2.1％ 

 

放課後の過ごし方の希望は、「自宅」で過ごしたいが60.4％、次いで「放課後児童クラブ」で

過ごしたいが45.8％でした。 

 

⑬ 地域における子育ての環境や支援への満足度  
満足度（低） 

 
 

 
満足度（高） 

無回答 
  満足度 1 満足度 2 満足度 3 満足度 4 満足度 5 

就学前 
２人

（4.3%） 

９人

（19.6%） 

17人

（37.0%） 

13人

（28.3%） 

４人

（8.7%） 

１人

（2.2%） 

小学生 
３人

（6.0%） 

11人

（22.0%） 

18人

（36.0%） 

15人

（30.0%） 

２人

（4.4%） 

１人

（2.0%） 

   

地域における子育て環境や支援への満足度は、前回と比較し、満足度１及び２の割合は変化が

なく、満足度３が減少し、満足度４及び５の割合が増加しました。 



19 

 

５ 麻績村の子ども・子育て支援施策の課題 
 当村の子ども・子育て支援施策への課題については次の三つの視点から検討しました。 

◎第二期子ども・子育て支援事業計画の評価 

◎今回実施したニーズ調査結果 

◎国から地方自治体に課せられている課題 

 

（１）第二期子ども・子育て支援事業計画の評価からの課題（第１回「麻績村子ども・子

育て会議」で報告） 

  〇子育て援助活動支援事業については、親の用事や兄弟の行事等で、子どもを預けた

い希望はあるが、預かる者の確保に課題があり、現状では実施が難しい。 

  〇病児・病後児保育の充実について希望はあるが、有資格者の確保及び安定的な事業

の実施が難しい。 

  〇「こども誰でも通園制度」が試験的に始まっているが、詳細な保育ニーズについて

再度調査が必要。 

 

（２）今回の計画策定のためのニーズ調査からの課題（令和６年１２月に実施） 

  〇３歳未満児についての保育ニーズへの対応が必要となってきた。 

 〇「こどものこと」について、保護者が相談する際の窓口の明確化の希望がある。 

  〇ファミリー・サポート・センター事業、病児・病後児保育事業に対するニーズが根強

くある。 

〇小学生では、自宅で安全に過ごすこと及び放課後児童クラブの利用希望がある。 

○教育について、村の地理的状況から、「通学」「学習」に経済的・時間的不便が生じて

いる。 

 

（３）国から各市町村に課せられている課題 

  〇母子保健及び児童福祉の切れ目ない提供・窓口の一本化 

  〇保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善 

  〇地域の子育て支援の充実 

 

 以上を踏まえ、本計画における当村の主な課題は次のとおりです。 

① 各種相談窓口の明確化及び「子育て担当部局」の周知 

② 多様化する「保育」のニーズについて、個別ケースから得られた経験を制度化し、

次のニーズに対応できるようにする 

③ 教育に付随する地理的不利の解消 
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第４章 子ども・子育て支援事業基本計画 

 

１ 教育・保育提供区域の設定 

 教育・保育提供区域とは、地域の実情に応じて、保護者や子どもが居宅から容易に移動す

ることが可能な区域であり、地理的条件、人口、交通事情等の社会的条件や教育・保育の整

備の状況等を総合的に勘案して設定します。この考え方により、当村では教育・保育提供区

域を全村１区として設定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻 績 村 全 図（提供区域全村１区） 
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２ 幼児期の学校教育・保育 

 国から示された基本指針等に沿って、平日日中の教育・保育について「量の見込み」を定

めます。また、設定した量の見込みに対応するよう、保育所などの施設の確保方策及び実施

時期を設定します。 

 

（１） 対象事業 
量の見込みを設定し、確保方策（提供体制の確保の内容）及び実施時期を設定する事業は

次のとおりです。 

 

認定区分と提供施設 

認 定 区 分 対 象 事 業 事 業 概 要 

１号 

子どもが満

３歳以上 

保育の必要

なし 

専業主婦（夫）家庭、勤

労時間が短い家庭 

認定こども園 

及び幼稚園 

認定こども園（幼稚園と保育所の機能

を併せ持つ施設）及び幼稚園で、教育

標準時間（１日４時間程度）の幼児教

育を実施 

共働きであるが、幼稚園

利用を希望する家庭 
幼稚園 

幼稚園で、教育標準時間（１日４時間

程度）の幼児教育を実施。 

２号 

 

子どもが満

３歳以上 

保育の必要

あり 

共働きの家庭 
認定こども園 

及び保育所 

認定こども園及び保育所で、両親とも

にフルタイムで就労する場合、又はそ

れに近い場合は、保育標準時間（１日

１１時間）までの利用に対応。 

両親の両方又はいずれかがパートタ

イムで就労する場合は、保育短時間

（１日８時間）までの利用に対応。 

３号 

 

子どもが満

３歳未満 

保育の必要

あり 

共働きの家庭 

認定こども園 

及び保育所、 

地域型保育事業 

認定こども園及び保育所で、両親とも

にフルタイムで就労する場合、又はそ

れに近い場合は、保育標準時間（１日

１１時間）までの利用に対応。 

両親の両方又はいずれかがパートタ

イムで就労する場合は、保育短時間

（１日８時間）までの利用に対応。 

地域型保育事業（定員６人以上１９人

以下の小規模保育、定員５人以下の家

庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内

保育）で、上記と同様の対応。 
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（２） 麻績村の教育・保育施設数 
当村に現在設置されているのは公立保育所1か所です。 

 施 設 数（か所） 
令和６年度末児童数 

見込み（人） 定  員（人） 

幼稚園 0 ― ― 

保育所 1 55 90 

認定こども園 0 ― ― 

認定外保育施設 0 ― ― 

事業所内保育施設 0 ― ― 

 

（３） 見込みと確保方策等 
(ア) １号認定・２号認定（教育ニーズあり）             単位:人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量
の
見
込
み 

１号認定 0 0 0 0 0 

２号認定 

（教育のニ

ーズあり） 
0 0 0 0 0 

Ａ 合計 0 0 0 0 0 

確
保
の
内
容 

幼稚園 0 0 0 0 0 

認定こども園 0 0      0       0 0 

Ｂ 合計 0 0 0 0 0 

Ｂ－Ａ 0 0 0 0 0 
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(イ) ２号認定（教育ニーズなし）・３号認定             単位:人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量

の

見

込

み 

２号認定 ３６ ３６ ３５ ３３ ２９ 

３

号 

０歳 ３ ３ ３ ３ ３ 

1.2 歳 １２ １２ １２ １２ １２ 

Ａ合 計 ５１ ５１ ５０ ４８ ４４ 

確

保

の

内

容 

認定こども園 ０ ０ ０ ０ ０ 

保育所 ５１ ５１ ５０ ４８ ４４ 

小規模保育 ０ ０ ０ ０ ０ 

家庭的保育 ０ ０ ０ ０ ０ 

居宅訪問型 

保育 
０ ０ ０ ０ ０ 

事業所内 

保育 
０ ０ ０ ０ ０ 

Ｂ合 計 ５１ ５１ ５０ ４８ ４４ 

Ｂ－Ａ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 当村の幼児期の保育施設として設置されている「麻績保育園」の定員数は 90 人であり、

令和11年度までの見込み量の確保は可能です。第二期のニーズ調査同様、第三期のニーズ

調査結果でも、２号認定者、３号認定者の保育に対するニーズが高くなっています。 
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３ 地域子ども・子育て支援事業 

 当村の地域子ども・子育て支援事業についても教育・保育提供区域と同じ考え方で全村１

区として区域設定を行います。 

 

（１）利用者支援に関する事業 
子ども・子育て支援に係る情報提供、利用希望に基づく相談について、子ども、又は子

どもの保護者が身近な場所で支援が受けられる事業です。必要に応じて、関係機関との

連絡調整等も行います。 

 

◆現在の状況 

麻績村子育て世代包括支援センターで実施し、乳幼児健診や育児相談の機会に、子育て支

援事業の紹介や各種施設などの情報提供を行い、個々のニーズに合わせた支援をしています。 

また、「地域子育て支援拠点事業（ひだまり広場）」においても、同様に子育てに関する情

報提供や関係機関との連絡調整を行っています。 

 

◆施策の方向 

令和２年度から設置している、「子育て世代包括支援センター」において、子育てに関す

る様々な相談に対して幅広い情報を提供し、成長段階に応じた助言・指導を行います。また、

「地域子育て支援拠点事業（ひだまり広場）」でも同様の事業を行い、相互に連携を図り、

「こども家庭センター」の機能を発揮します。 

 

【利用者支援に関する事業の量の見込み（担当課：住民課・教育委員会）】    単位：箇所 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み   １   １   １   １   １ 

 確保の内容   １   １   １   １   １ 
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（２）地域子育て支援拠点事業 
公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流や育児相談等の基本事 

業を実施します。基本事業としては ①交流の場の提供・交流促進 ②子育てに関する相談・

援助 ③地域の子育て関連情報の提供 ④子育て支援に関する講習等を予定しています。 

 

◆現在の状況 

 当村の地域子育て支援拠点事業の一つである「ひだまり広場」は、平成２６年度から試行

的に実施し、徐々に開設日を増やし、平成３０年度からは、平日５日間の開設となりました。 

 乳幼児及び保護者が相互の交流や育児相談等を通じて、保護者の孤立化防止や育児によ

る精神的負担の軽減に繋がっています。また、村内に住所を有する親子だけでなく、里帰り

中の親子や近隣自治体に住所を有する親子の利用も受け入れています。 

 

◆施策の方向 

 今後も基本４事業を中心に「ひだまり広場」の運営を継続し、季節の行事を取り入れ、参

加しやすい雰囲気づくりを心がけていきます。また、専門スタッフによる育児相談等の機会

を設けて、子育て支援の充実を図ります。 

 

【地域子育て支援拠点事業に関する事業の量の見込み（担当課：教育委員会）】単位：延人  

※量の見込みについては、今後の人口推計を参考にして算出しています。 

 

（３）妊婦健康診査事業 
 母子保健法第１３条に基づき、妊婦の健康の保持増進を図るため、「健康状態の把握」、「検

査計測」、「保健指導」を実施するとともに、必要に応じた医学的検査を実施します。母子健

康手帳の発行件数を勘案して、適切な目標量を設定していきます。 

 

◆現在の状況 

 産婦人科の専門医療機関に委託して健診を実施しており、１妊娠期間中、妊婦健康診査 

１４回の公費助成をしています。 

 

◆施策の方向 

 今後も現状どおり継続していきます。 

  

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み 1,920 1,920 1,440 1,440 1,200 

 確保の内容 1,920 1,920 1,440 1,440 1,200 
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【妊婦健康診査事業の量の見込み（担当課：住民課）】             単位：延人 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み 200 200 200 200 200 

 確保の内容 200 200 200 200 200 

 

（４）妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業 
妊婦の心身、経済的状況を把握し、その不安、負担の軽減と、安心して出産・子育てが

できる環境整備を実施していきます。 

 

◆現在の状況 

 妊娠届出時及び妊娠８か月頃、並びに出産後に保健師・助産師が、面談等で相談を受けて

います。また、給付金の支給により、妊娠・出産にかかる経済的な負担を軽減しています。 

 

◆施策の方向 

 従来の「出産・子育て応援交付金事業」を引き継ぎ、実施してまいります。 

 

【妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の量の見込（住民課）】  単位：回/年 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み 45 45 45 45 45 

 確保の内容 45 45 45 45 45 

 

（５）産後ケア事業 

出産後、育児に不安がある、産後うつ等、心身の状態で療養が必要と認められた母と子

に対して、医療機関や施設に宿泊しながら育児指導や療養指導を行います。その費用の一

部を助成します。 

 

◆現在の状況 

 病院・助産所で宿泊型支援を受ける場合、利用料の８割を村が負担（補助）しています（上

限あり）。また、令和5年度からは、宿泊型以外の支援希望者に、母乳相談等費用助成事業

として、母乳相談等費用助成券（1,000円/枚）を10枚交付しています。 

 

◆施策の方向 

 今後も現状のとおり実施します。 
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【産後ケア事業の量の見込み（担当課：住民課）】            単位：人/年 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み ５ ５ ５ ５ ５ 

 確保の内容 ５ ５ ５ ５ ５ 

 

（６）乳児家庭全戸訪問事業 
乳児のいる家庭全てに訪問し、育児指導や子育て支援に関する情報提供を行います。ま

た、養育環境等の把握を行い、必要者は継続指導を実施していきます。 

 

◆現在の状況 

 出産後はできるだけ早期に助産師・保健師が家庭訪問し、育児相談、子育て支援に関する

情報提供や養育環境の把握を行い、育児不安の解消に努めています。訪問後は、乳児教室や

「ひだまり広場」等親子の集まりの場へつなげます。また、必要に応じて、地区の民生児童

委員も別途家庭を訪問して、地域での育児支援を行っています。 

里帰り出産については、里帰り先の自治体に家庭訪問を依頼し、できるだけ早期の介入を

行っています。 

◆施策の方向 

 今後も現状のとおり実施することにより、乳児のいる家庭の育児不安の解消に努めます。 

【乳児全戸訪問事業の量の見込み（担当課：住民課）】               単位：件 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み 11 10 9 8 7 

 確保の内容 11 10 9 8 7 

 

（７）要保護児童等に対する支援事業 
 養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させるた

めの支援を行う事業です。また、要保護児童対策地域協議会の機能強化を図ります。 

 

◆現在の状況 

 育児ストレスや産後うつ等により、子育てに対する不安や孤立感を抱える保護者や、育

児の経験がなく、養育に不安があるなどの理由で、子どもの健全な成長が妨げられる可能性

のある家庭に対して、養育に対する指導・助言を行い、適切な養育の実施、育児上の問題解

決や負担の軽減を図っています。 

◆施策の方向 

 育児支援と児童虐待予防の観点から、引き続き家庭訪問を実施していきます。必要に応

じ、関係機関とも連携を取り、情報交換を行いながら実施します。 
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【養育支援訪問事業の量の見込み（担当課：住民課）】               単位：件 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み ４ ３ ３ ３ ３ 

 確保の内容 ４ ３ ３ ３ ３ 

※児童虐待予防支援訪問：量の見込みは無いが、必要に応じて実施する。 

 

（８）子育て短期支援事業 
 子育て短期支援事業は、保護者の疾病や仕事等により、家庭において子どもを養育して

いくことが一時的に困難になった場合に、児童養護施設等で支援する事業です。 

 

◆現在の状況 

 現在、当村ではこの事業は実施されていません。 

 

◆施策の方向 

 第二期計画期間中に当該事業対象と見込まれる児・家庭があった実績を鑑み、松本児童

園、乳児院等への事業委託も選択肢として検討しています。緊急時は、これまで同様、保健

福祉事務所や児童相談所など関係機関と連携して施設確保を行い類似の事業を実施します。 

 

【子育て短期支援事業の量の見込み（担当課：住民課）】              単位：件 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み １ １ １ １ １ 

 確保の内容 １ １ １ １ １ 

 

（９）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セン
ター事業） 

乳幼児や小学生の児童の預かり等の援助を希望する者（依頼会員）と、援助を行うこと 

を希望する者（提供会員）との相互援助活動に関する連絡・調整を実施する事業です。 

 

◆現在の状況 

 現在、当村ではこの事業は実施されていません。 

 

◆施策の方向 

 ニーズ調査の結果からも、一定の事業への要望は存在しますが、地域の状況から提供会員

の確保が厳しいため、第一期及び第二期計画同様、子育て援助活動支援事業をそのまま実施
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することは難しい状況にあります。今後も保育所の一時的保育事業、病児・病後児保育事業

等で代替的に実施します。 

 

（１０）一時的保育事業 
 保育認定を受けていない子どもの保護者が医療機関受診、冠婚葬祭等により、家庭におい

て保育をすることが一時的に困難となった幼児について、保育所やその他の場所で一時的に

預かる事業です。 

 

◆現在の状況 

  保育所を利用していない家庭で、医療機関受診、冠婚葬祭等により、家庭において一時的

に保育が困難となった場合や、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減する必要

がある場合に、一時的保育事業を行っています。 

 

◆施策の方向 

  核家族化が進む中、子どもを預かる者が近くにいない家庭が増加しているため、今後も現

状どおり実施していきます。 

また、子育て援助活動支援事業の代替事業も兼ねるため、保育士の確保に努めます。 

 

【一時的保育事業の量の見込み（担当課：教育委員会）】             単位：延人 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み 10 10 10 10 10 

 確保の内容 10 10 10 10 10 

 

（１１）延長保育事業 
保護者の仕事等の都合により、保育認定を受けた子どもが通常保育の利用時間以外に延長

して保育を行う事業です。 

 

◆現在の状況 

 保護者の就労形態の多様化、長時間保育需要に対応するため午前８時３０分から午後４

時３０分までの短時間保育の認定を受けている場合、保育時間を超えて、午前７時３０分

から、また午後６時３０分までの長時間保育を実施しています。 

 

◆施策の方向 

保護者の就業や家庭状況等により、定期的に延長保育を利用する家庭があること、また、

ニーズ調査で、開始時間については午前８時から、終了時間については午後６時までの時間
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帯に利用希望があったため、今後も対応する保育士の確保に努め、事業を実施していきます。 

 

【延長保育事業の量の見込み（担当課：教育委員会）】              単位：実人 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み 15 15 15 15 15 

      

 確保の内容 15 15 15 15 15 

 

（１２）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 
全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援

を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、

就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。 

 

◆現在の状況 

 現在、当村ではこの事業は実施されていません。 

 

◆施策の方向 

 令和８年度から事業を開始し、保育所等に通っていない０歳６か月以上３歳未満の子ど

もを対象に、月１０時間の範囲内で、保育所等での保育を実施します。 

 

【乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）（担当課：教育委員会）】     単位：実人 

   令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量
の
見
込
み 

０歳児  １ １ １ １ 

１歳児  １ １ １ １ 

２歳児  ２ ２ ２ ２ 

確
保
の
内
容 

０歳児  １ １ １ １ 

１歳児  １ １ １ １ 

２歳児  ２ ２ ２ ２ 
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（１３）病児・病後児保育事業 
 病児保育は、保育所を利用している子どもが病気になった際に、保護者の仕事の都合等

で、家庭において保育ができない場合に、病院・保育所等に付設された病児保育施設にお

いて、看護師、保育士等が一時的に保育する、又は病気の子どものいる家庭に訪問して家

庭内での保育を行う事業です。病後児保育は、感染症を含む病気そのものは治癒している

が、本来の身体状態には戻っておらず、集団保育が難しい回復期で、保護者が仕事等の都

合で、家庭での保育ができない場合、専用の病後児保育室で看護師、保育士等が一時的保

育を行う事業です。 

 

◆現在の状況 

 令和４年度途中から、病後児保育事業を開始しました。 

 

◆施策の方向 

病児・病後児保育は、地域内の実施機関、提供人員確保等の環境が整っておらず、安定

的な実施が難しい状況です。現在、近隣自治体と連携し広域利用を検討しています。 

 

【病児・病後児保育事業の量の見込み（担当課：住民課）】            単位：実人 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み ４ ４ ４ ４ ４ 

 確保の内容 ４ ４ ４ ４ ４ 

 

（１４）放課後児童健全育成事業 
 保護者が就労等により、昼間家庭にいない小学校の児童に対し、放課後等における安心・

安全な居場所や活動として放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ・放課後子ども教

室・おみっこ元気くらぶ）を行います。 

 

◆現在の状況 

 保護者が就労している小学校１年生から６年生までの児童を、「麻績村放課後児童クラブ」

で受け入れ、放課後や長期休業日に安全に学習や遊び、スポーツができる場所として実施し

ているほか、放課後子ども教室やおみっこ元気くらぶの事業を実施しています。 

 

◆施策の方向 

 今後も保護者の就労支援のため、小学校全学年を対象に事業を継続します。また、「新・

放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後子ども教室との一体的な事業運営を進めていき

ます。 
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【放課後児童健全育成事業の量の見込み（担当課：教育委員会）】 

※低学年                                     単位：実人 

  令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み 28 25 21 18 13 

 確保の内容 28 25 21 18 13 

 

※高学年                                     単位：実人 

  令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

 量の見込み 15 17 16 15 14 

 確保の内容 15 17 16 15 14 

※量の見込みについては、現在の利用人数を参考にして算出しています。 

 

（１５）実費徴収に係る補足給付を行う事業 
保護者の世帯所得の状況等を勘案して、保育施設等に保護者が支払うべき日用品、文房具

その他の保育等に必要な物品の購入に要する費用、又は行事への参加に要する費用等を助成

する事業です。 

 

◆現在の状況 

 現在、当村ではこの事業は実施されていません。 

 

◆施策の方向 

 必要に応じて、国の制度に則り、補足給付の実施を検討します。 

 

４ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進体

制の確保の内容 

  

 教育・保育の一体的な提供の推進においては、保護者の就労支援の観点のみならず、子ど

もの育ちの観点を大切に考え、子どもが健やかに育成されるよう教育・保育機能の充実が求

められています。 

 幼児期の教育・保育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、子どもの最

善の利益を第一に考えながら、子ども達に質の高い教育・保育の提供を行うとともに、保護

者や地域の子育て力の向上に向けた支援を実施していきます。 
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① 質の高い教育・保育、地域の子育て支援の提供 

   質の高い教育・保育や子育て支援を提供するためには、専門性の向上が不可欠なため、 

体系的・計画的な研修の機会を確保するとともに、これまで培われてきた知識・技能な 

どをさらに充実するよう努めます。保育所の特性と保育の専門性を生かして子どもの発 

達段階に応じたより質の高い保育（養護・教育）を提供することにより、子どもの生涯 

にわたる生きる力の基礎を培います。また、地域子育て支援拠点事業（ひだまり広場） 

にて、子育てに関する知識普及や相談活動を行い、地域に開かれた子育て支援拠点とし 

ての機能の充実を図ります。 

 

② 認定こども園の普及に係る基本的考え方 

認定こども園は、保護者の就労状況等によらず、柔軟に子どもを受け入れられる特長

があります。当村では、２号認定者や３号認定者の保育に対するニーズが高いこと、ま

た今後の児童数の見込みを考慮すると、当面は保育所で質の高い保育（養護・教育）を

提供していきます。将来的には、状況の変化に応じて検討いたします。 

 

③ 出生から小学校・中学校まで継続した支援の連携 

子どもの支援にかかわる組織と担当する職員が、共通基盤に立って子ども達の支援に

取り組んできました。 

今後も引き続きこの体制を維持し、キーワードを「つむぐ・つらなる」とし、保育所、 

義務教育学校間の連携により共通の課題検討や職員研修を実施するなど「支援」「保育」 

「教育」が途切れることなく一貫して行われるよう努めます。 
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第５章 子ども・子育て支援事業関連計画 
 
１ 子育て世帯への経済的支援 
 
１） 当村の全ての子育て世帯に対する経済的負担軽減の充実（所管：住民課） 

◆事業の概要 子どもの出生時に「出産祝金」を支給、さらに１歳から３歳まで毎年「子 

育て支援金」を支給するなど、村内の子育て世帯の経済的な負担軽減を図り 

ます。 

◆施策の方向 今後も事業を継続実施し、子育て家庭への支援を行います。 

 

２） 公立保育所の保育料保護者負担軽減（所管：教育委員会） 

◆事業の概要 公立保育所の保育料について、減免等により軽減を図り、子育て世帯の経

済的な負担を軽減します。 

◆施策の方向 令和元年１０月からの全国での保育料無償化に先立って、当村では、平成

２７年度から３歳以上の保育料を無料としてきました。３歳未満児の保育料

についても、国の徴収基準額より低額に設定し、子育て世帯の経済的な負担

軽減を図ります。 

 

３） 子育てのための施設等利用給付事業（所管：教育委員会） 

◆事業の概要 幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等を利用する家庭へ、保

護者の申請に基づき無償化給付を行う事業です。 

◆施策の方向 現在のところ、利用者はいません。今後、利用希望に合わせて、給付体制

等を整備します。 

 

４） 福祉医療費給付金（所管：住民課） 

◆事業の概要 乳幼児等、重度心身障害の者、母子家庭の者、父子家庭の者及び父母のい

ない者の健康保持と福祉の増進を図るため、医療の給付又は、医療費の一部を

給付する 

◆施策の方向 事業を継続し、子育て家庭への支援を行います。 
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５） 児童手当・児童扶養手当等事業（所管：住民課） 

◆事業の概要 １８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの子どもを養育されてい

る方に児童手当を支給するほか、父母が離婚した児童等を扶養している者に

児童扶養手当を支給します。 

◆施策の方向 制度の周知を行い、着実に事業を実施します。 

 

 

２ 支援が必要な子どもと家庭へのきめ細かな取り組
みの推進 

 
  特別な支援を必要とする子どもと家庭に対しては、専門的な知識や技術を持った長野県

の機関などと連携しながら、必要な支援を受けることができるように体制を整えていく必

要があります。 

 

１） 障がいのある子どもや家庭への支援 

障がいのある子どもが健やかに育ち、全ての子どもが等しく(健常な子どもと区別なく)、 

安心して地域の中で生活するために、子ども一人ひとりのニーズに応じた支援を行います。 

また、将来にわたる支援を見据え、家庭への相談体制の充実を図ります。 

この内容は、当村の第７期障がい福祉計画（令和６年度～令和１１年度）及び第３期障

がい児福祉計画（令和６年度～令和１１年度）との整合を図っています。 

① 各種健診事業での発達相談の実施（所管：住民課） 

 乳幼児健診等の定期健診時に、保健師、栄養士、歯科衛生士、児童発達心理士等、子

どもの発達の専門職から個別相談を受けられる機会を設け、関わり方の指導や医療機関・

療育機関の紹介等を行い、障がいの早期発見、早期療育につなげる体制を整備していま

す。 

② 健診フォローアップ事業（キッズ運動あそび教室）の充実（所管：住民課） 

 保育所入所前で、発達に心配のある幼児と保護者を対象に、「キッズ運動あそび」を実

施します。保健師、保育士、作業療法士等の専門職が関わり、小集団での遊びの体験を

通し、特性にあわせた関わり方の指導・助言を行います。また、個別相談により保護者

の心理的負担軽減を図ります。 

③ 障がい児保育の充実（所管:教育委員会） 

 障がいのある・なしにかかわらず、幼児がともにふれあい、学ぶ機会の確保に努め、

豊かな人間形成を目指します。保育所では、障がいのある幼児の保育を推進するため、

専門職から助言指導を受け、常に保育士の知識・技能の向上・習得に努めます。 

また、医療的ケアの必要な幼児の受け入れ体制の整備を図るため、必要に応じて設備

の改修や加配対応できる職員、看護師等の人材確保をしています。 
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④ 幼児期から中学までの一貫した支援体制の推進（所管：教育委員会） 

 障がいなど、個別の支援を必要とする子どもが就園・就学等のライフステージにおい

て円滑で適切な支援が一貫して受けられるよう、当村では、学校を含めた各組織が連携

して取り組んでいます。各学期に、キッズサポート会議を未就園児から中学生まで行い、

支援の必要な子どものスムーズな移行体制を整えています。 

今後も引き続きこの体制を維持し「支援」「保育」「教育」が途切れることなく一貫して行

われるよう努めます。 

⑤ 障害児通所給付（児童発達支援・放課後デイサービス等）（所管:住民課） 

 児童福祉法に基づき、障がい児が地域社会の中でいきいきと暮らせ、一人ひとりの状

況に応じた適切な療育が受けられるよう、障害児通所支援サービスを通じて発達を支援

します。また、令和６年度から、児童発達支援等通園費補助金制度を開始しました。 

⑥ 障がい児に関する支援利用計画（所管:住民課） 

 障がい児の自立した生活を支えるため、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、

障がい児に関する支援利用計画を作成し、抱える課題の解決や適切なサービスの利用に

向けて支援していきます。また、医療的ケアが必要な乳幼児・児童の支援に対しては、

特に総合的な支援体制が構築できるよう支援計画を作成します。 

 

２） ひとり親家庭への支援 

   ひとり親家庭や父母のいない児童の家庭の負担を軽減し、安心して子育てができるよう 

支援を行います。ひとり親については、生計の維持と子どもの養育という大きな責任を一

人で負うとともに、社会的、経済的、精神的に不安定な状況に置かれる場合が多く、特に

経済的な面で課題を抱える傾向も見受けられます。相談体制を整え情報提供を行い、家庭

の自立を支援します。 

 

①  ひとり親家庭への総合的な支援の実施（所管:住民課） 

 ひとり親家庭の経済的問題、就労、子どもの養育などさまざまな悩みに対処する相談

窓口を設置して、助言や情報提供を行います。必要に応じて長野県等の機関の専門職員

による就労相談や修学等の貸付事業へつなぎ、ひとり親家庭の自立支援を行います。 

②  ひとり親家庭等医療費助成（再掲）（所管：住民課） 

 （本計画の第５章第１項４号に記載されています。） 

 

３） 子どもの虐待防止の強化と困り感のある保護者への支援 

虐待相談の件数が増えていく中で、子どもの性被害防止、宗教・信仰を背景とした

虐待への対応、ヤングケアラーといったことにも対処するなど、虐待・要保護・要支

援の課題は、個別の状況とその背景、対応は複雑多岐にわたるものとなってきている

ことがうかがえます。 
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そのような中、令和５年４月から、国ではこども家庭庁が発足し、「こどもまんなか」

を理念に、子どもの育ち、子どもの意見表明と権利擁護、保護者の子育て支援のワン

ストップを図っています。本村においては、従前の体制における、福祉部局と教育部

局が近いところにある利点を生かしながら、こども家庭センター機能の発揮、子育て

相談窓口の一本化にとりかかりました。 

  

   ① 産婦健康診査 （所管：住民課） 

     「産後うつ」から養育に行き詰まり、乳児虐待にいたるケースがあるため、「産後うつ」

の早期発見と支援のため、産婦健康診査を医療機関で実施し、その費用を助成します。

受診の結果、産後うつが疑われる産婦については、医療機関等で支援を行います。 

   ② 産後ケア事業 （所管：住民課） 

（本計画の第４章第３項５号に記載されています。） 

③ 養育支援訪問事業等（再掲）（所管：住民課） 

（本計画の第４章第３項７号に記載されています。） 

④ 子どもと親に対する相談・支援の実施（所管:住民課・教育委員会） 

「子どもとの接し方がわからない」などの悩みを持つ親にペアレント・トレーニング

やコミュニケーション講座等の開催による学習の場の確保や、家庭訪問・相談事業を通

じて、保護者の支援を行います。 

⑤ 関係機関連携による早期発見、早期対応の実施（所管:住民課・教育委員会） 

 関係機関や施設と連携して、子どもの日常的な変化などの定期的なケース会議を通じ、

情報共有を図ることで早期発見・早期対応につなげます。 

 

４） 国際化の進展に伴う、外国人の保護者・幼児への支援（所管:教育委員会） 

 国際化に伴い、両親又は、保護者のいずれかが外国人という家庭が増加しており、当該幼児

が円滑な教育・保育等を利用できるよう、丁寧な説明や情報提供に心がけます。また、必要に

応じて、支援員の確保や長野県国際化協会等、通訳の支援のできる団体を利用していきます。 

 

 ５） 子どもの貧困対策の推進（所管:住民課・教育委員会） 

全ての子どもたちが、夢と希望をもって成長していける社会の実現を目指し、また、貧困が

世代を超えて連鎖することのないよう、子どもたちの育成環境を整備し、教育を受ける機会の

均等と保護者の就労支援等を推進します。 
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３ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保

育施設等の円滑な利用の確保 

 
 当村は、保護者が産休・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育施設を利用

できるよう、休業中の保護者に対して情報提供を行います。 

 

 

 

４ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支

援に関する長野県との連携 

   
 当村は、児童虐待防止対策の充実、ひとり親家庭の自立支援の推進、障がい児、

困窮・養育困難な家庭など、特別な支援が必要な子どもの施策の充実を、長野県が

行う施策との連携を図るとともに、村の実情に応じた施策を関連する各機関と連携

を密にして展開します。 

 

 

５ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られる

ようにするために必要な雇用環境の整備に関する施

策との連携 

 
当村は、仕事と生活の調和の実現のため、働き方の見直しを図るために、県・地

域の企業・労働者団体・労働局・子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地

域の実情に応じた取り組みを進めます。 
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資 料 

１．麻績村子ども・子育て会議委員名簿 

委 員 

 職   名 氏   名 備   考 

1 麻績村議会代表（文教委員） 塚原 利彦  

2 民生児童委員協議会代表 塚原 富美江  

3 麻績小学校PTA会長 宮下 温子  

4 麻績保育園保護者会長 毛利 裕子  

5 麻績小学校長 伊藤 尊夫  

6 麻績保育園長 塚原 京子  

７ 麻績村子育て支援コーディネーター 高野 智弘  

８ ひだまり・児童クラブ担当 清水 智香子   

９ 教育委員 坂口 曜子   

1０ 教育長 加瀬 浩明   

1１ 健康推進係長（保健師） 高野 寿美   

 

事務局 

職名 氏   名 備考 

住民課長 宮下 佳康  

教育次長 宮下 信俊  

住民係長 青木 秀典  

地域包括係長 関崎 豊  

教育担当係長 臼井 太津男  

保健師 榎本 岳人  
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２．議事録 

 

１．会議概要 

（１）開催日時 令和６年11月12日（火）14時00～15時30分 

（２）開催場所 麻績村役場 第１・２会議室 

（３）出 席 者 

【委 員】塚原（利）委員 宮下委員 滝澤麻績小学校教頭（代） 

塚原（京）委員 加瀬委員 坂口委員 高野（智）委員 

清水委員 高野（寿）委員 

【事務局】宮下（佳）住民課長 宮下（信）教育次長 臼井教育担当係長 

榎本主任 

（４）次  第    

１ 開  会 

２ 村長あいさつ 

３ 自己紹介 

４ 議  事 

  （１）正副会長の選出 会長…加瀬委員 副会長…塚原（京）委員 

（２）第二期麻績村子ども・子育て支援事業計画の評価報告及び第三期

麻績村子ども・子育て支援事業計画）の策定に係るアンケート調

査について 

（３）その他 

５ 今後のスケジュール 

１１月下旬 ··········· アンケート配布 

１２月中旬 ··········· アンケート回収締め切り 

１月下旬 ············· 第２回会議 

アンケート結果及び計画の素案について 

２月中旬～下旬 ······· 審議内容反映、パブリックコメント 

３月 ················· 第３回会議 

パブリックコメント後修正案提出 

最終審議・承認 

 計画完成 

 

 

 

 

第１回子ども・子育て支援会議 
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１．会議概要 

（１）開催日時 令和７年１月21日（火）14時00～15時00分 

（２）開催場所 麻績村役場 第１・２会議室 

（３）出 席 者 

【委 員】塚原（利）委員 塚原（富）委員 宮下委員 伊藤委員 

塚原（京）委員 加瀬委員 坂口委員 高野（智）委員 

清水委員 高野（寿）委員 

【事務局】宮下（佳）住民課長 宮下（信）教育次長 臼井教育担当係長 

関崎地域包括係長 榎本主任 

（４）次  第    

１ 開  会 

２ 議  事 

  （１）ニーズ調査アンケートの結果報告 

  （２）第三期麻績村子ども・子育て支援事業計画素案（調査結果集計反

映、量の見込み反映部分）について 

３ 今後のスケジュール 

～２月１６日 ············ 審議内容の反映・修正 

２月１７日～２８日 ······ ＨＰ掲載、パブリックコメント受付 

３月 ···················· 第３回会議 

パブリックコメント後修正案提出 

最終審議・承認 

計画完成 

 

 

 

１．会議概要 

（１）開催日時 令和７年３月17日（月）14時00～15時00分 

（２）開催場所 麻績村役場 第１・２会議室 

（３）出 席 者 

【委 員】塚原（利）委員 塚原（富）委員 毛利委員 伊藤委員 

塚原（京）委員 加瀬委員 坂口委員 高野（智）委員 

清水委員 高野（寿）委員 

【事務局】宮下（佳）住民課長 宮下（信）教育次長 臼井教育担当係長 

榎本主任 

（４）次  第    

第２回子ども・子育て支援会議 

第３回子ども・子育て支援会議 



 

１ 開  会 

２ 議  事 

  （１）パブリックコメントの結果報告 

     最終審議・承認 計画完成 
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